
 

青森県立中央病院で使用する電気の供給契約書（案） 

 

 

 

 １ 件 名  青森県立中央病院で使用する電気の供給 

 

 ２ 需 要 場 所  青森市東造道二丁目１番１号 青森県立中央病院 

 

 ３ 契 約 期 間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 ４ 契 約 電 力  常時電力 ２，７００キロワット 

       予備電力 ２，７００キロワット 

 

 ５ 契 約 単 価  別紙「契約単価表」のとおり 

 

 ６ 契約保証金  免除する。 

 

 

 

 上記電気の需給について、発注者 青森県立中央病院 と 受注者          とは、別紙の条項に

よって、契約を締結した。 

 この契約の成立を証するため、この契約書を２通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その１

通を保有するものとする。 

 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 

発注者  青森市東造道二丁目１番１号 

青森県立中央病院 

                                            院長 廣田 和美  印 

 

受注者   

 

                                                         印 

 



（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、誠実に、この契約を履行しなければならない。 

２ 受注者は、別冊「青森県立中央病院電気供給 仕様書」（以下「仕様書」という。）に基づき、青森県立

中央病院で使用する電気を安定的に供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。 

３ この契約書に定める請求、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 

４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

５ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。 

（権利又は義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させては

ならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、この限りでない。 

（契約単価の変更） 

第３条 本契約締結後、経済事情の激変その他予期することのできない特別の事情により価格に著しい

変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたとき又は受注者の発電費用等の変動により契約単価

を改定する必要が生じたときは、発注者と受注者が協議の上これを変更することができる。 

（使用電力量の増減） 

第４条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 

（契約電力の変更） 

第５条 契約電力の変更について必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議の上変更する

ものとする。 

２ 発注者が前項の規定によらないで、契約電力を超えて電気を使用した場合は、当該契約電力が受注

者の責めに帰すべき理由により超過した場合を除き、受注者に対し、超過金を支払うものとする。 

３ 前項の超過金は、契約電力を超えた電力分につき、受注者が別途定めた金額とする。 

（使用電力量の計量及び検査） 

第６条 受注者は、原則として毎月１日（以下「計量日」という。）に使用電力量を計測し、発注者の指定す

る職員による検査を受けるものとする。 

（電気料金の請求及び支払） 

第７条 受注者は前条に定めた検査終了後、発注者に対し、１月（前月の計量日の前日までの期間をい

う。）ごとに電気の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）を請求書により請求するものとする。 

２ 前項に規定する電気料金は、契約電力に応じた基本料金、当該月中に使用した電力量に応じた電力

量料金（燃料費等調整を行う場合は、燃料費等調整額を加え、又は差し引いて得た額）及び電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）に基づく賦

課金の合計とし、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てたものとする。 

３ 前項の燃料調整額は、青森県を供給区域とする旧一般電気事業者に定める算式によって算定された

額を超えない範囲とする。 

４ 第２項の賦課金は、青森県を供給区域とする旧一般電気事業者に定める電気標準約款（特別高圧）に

よる。 

５ 発注者は、第１項の請求書を受理したときは、その日から３０日以内に電気料金を受注者に支払うもの

とする。 

（支払遅延利息） 

第８条 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第５項の期間内に対価を支払わない場合は、

受注者に対する支払の日までの日数に応じ、支払金額につき年２．５パーセントの割合で計算して得た

金額（１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）を遅延利息として支払わなければならな

い。 

（発注者の解除権） 

第９条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除する

ことができる。 

 （１）天災その他不可抗力の原因によらないで、電気の供給をする見込みがないと明らかに認められると

き。 

 （２）本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。 



 （３）本契約の条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められたとき。 

 （４）故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 

（５）第１１条の規定によらないで受注者から本契約の解除の申入れがあったとき。 

（違約金） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として契約解除後の残期

間に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の１０分の１に相当する

金額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。また、契約解除により発注者に損害を及

ぼしたときは、受注者は、発注者が算定する損害額を発注者に送付しなければならない。ただし、天災

地変、不可抗力等受注者の責めに帰することのできない事由による解除の場合は、この限りでない。 

 （１）前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合 

 （２）受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務に

ついて履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 （１）受注者について破産手続開始の決定があった場合においては、破産法（平成１６年法律第７５号）の

規定により選任された破産管財人 

 （２）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）の規定により選任された管財人 

 （３）受注者について再生手続拐取の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）の規定により選任された再生債務者等 

（受注者の解除権） 

第１１条 受注者は、発注者がその責めに帰すべき事由により契約に違反するなど正当な理由があるとき

は、その理由を書面により発注者に通知することによって、本契約を解除することができるものとする。 

２ 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合においては、損害があったときは、その損害の賠

償を発注者に請求することができる。 

（損害賠償） 

第１２条 発注者は、本契約に定める義務を履行しないために発注者に損害（第三者に及ぼした損害を含

む。）を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰

すべき事由により生じたものについては、発注者が負担し、その損害が発注者、受注者双方の責めに

帰することができない場合は、その負担について発注者、受注者が協議して定める。 

（暴力団排除に係る特記事項） 

第１３条 受注者は、この契約による業務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなけ

ればならない。 

（機密の保持） 

第１４条 発注者及び受注者は、本契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他に漏らし、又は他

の目的に利用してはならない。本契約終了後又は本契約の解除後においても、同様とする。 

（個人情報の保護） 

第１５条 受注者は、個人情報の取扱い及び管理について別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければ

ならない。 

（協議事項） 

第１６条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して

定めるものとする。 



別紙 

 

契約単価表 

 

 需要場所（需要家）   青森県立中央病院 

 契約期間         令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

１．基本料金単価 

   常用電力 〇，〇〇〇．〇〇円／ｋＷ 

   予備電力   〇〇〇．〇〇円／ｋＷ 

 

２．電力量料金単価 

   ピーク時間  〇〇．〇〇円／ｋＷｈ 

   夏季昼間   〇〇．〇〇円／ｋＷｈ 

   その他季昼間 〇〇．〇〇円／ｋＷｈ 

   夜間時間   〇〇．〇〇円／ｋＷｈ 

 

   なお、予備電力（予備電源）における基本料金および電力量料金算定上の損失率は 

  〇パーセントとする。 

 

 注１ 上記１、２の契約単価には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 

  ２ 上記２の電力量料金は、燃料費調整単価を含まない単価である。 

 

３．料金区分 

 

 

料金区分の設定等記載方法は、受注者の入札における提示額に準じて適宜変更する。 

※休日等とは、次に日をいう。

 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 

夏 季 

そ の 他 季 

ピーク時間

昼 間 時 間 

 ピーク時間および昼間時間以外の時間をいう。 夜 間 時 間 

する時間を除く。

 夏季の午後 1 時から午後 4 時までの時間をいう。ただし、休日等に定める日に該当

 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいう。

 夏季以外の期間をいう。

 午前 8 時から午後 10 時までの時間をいう。ただし、ピーク時間及び休日等に定める

日に該当する時間を除く。

1 月 2 日、1 月 3 日、１月４日、４月 30 日、５月１日、５月２日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日 



別記 

暴力団排除に係る特記事項 

（総則） 

第１ 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成 23 年 3 月 青森県条例第 9 号)の基本理念に則り、この特記事

項が添付される契約（以下「本契約」という｡）及びこの特記事項を守らなければならない。 

（暴力団排除に係る契約の解除） 

第２ 発注者は、受注者（第 1 号から第 6 号までに掲げる場合にあっては、受注者、その支配人その他経営に

実質的に関与している者（受注者が法人の場合にあっては、その役員、その支店又は契約を締結する事務

所の代表者その他経営に実質的に関与している者））が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を

解除することができる。 

(1) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規

定する暴力団員をいう。第 5 号及び第 6 号において同じ。）であると認められるとき。 

(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）の威力を利

用したと認められるとき。 

(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与（以下この号及び次号において「金品等

の供与」という。）をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供

与をしたと認められるとき。 

(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りな

がら金品等の供与をしたと認められるとき。 

(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用したと認められるとき。 

(7) その者、その支配人その他経営に実質的に関与している者（その者が法人の場合にあっては、その役員、

その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者）が第 1 号から前号ま

でのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の

契約を締結したと認められるとき。 

(8) 第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等

の購入契約その他の契約（前号に該当する場合の当該契約を除く。）について、発注者が求めた当該契約

の解除に従わなかったとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の

規定による。 

（不当介入に係る報告・通報） 

第３ 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警

察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。



別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を

害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に利用してはならない。 

（適正な取得） 

第３ 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、偽りその他不正の手段により個人情

報を取得してはならない。 

（安全管理） 

第４ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の安

全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（作業場所の特定等） 

第５ 受注者は、青森県立中央病院内又は発注者の指定する場所において、この契約による事務に係る個人情報を

取り扱わなければならない。 

２ 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注

者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第６ 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的

以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複製の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された

個人情報が記録された資料等を複製し、又はこれに類する行為をしてはならない。 

（再委託の禁止） 

第８ 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合

を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 

２ 前項の承認があり、同項の処理を再委託する場合は、受注者は再委託先（再委託先が委託先の子会社（会社法

（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。）への必要かつ適切

な監督を行わなければならない（再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。）。 

（資料等の返還等） 

第９ 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した

個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者

が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（従業者への周知等） 

第１０ 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知

り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反し

たときは個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定により罰則が科される場合があることな

ど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 

２ 受注者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に従事中及び従事

後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しては

ならないことを明記するものとする。 

（実地調査の受入れ） 

第１１ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の

取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 

（事故発生時における報告） 

第１２ 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発

注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 


